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【国際特許分類】
   Ｇ０８Ｂ  13/24     (2006.01)
   Ｇ０７Ｇ   1/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ   7/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０８Ｂ   13/24     　　　　
   Ｇ０７Ｇ    1/00     ３１１Ｚ
   Ｇ０６Ｋ    7/08     ０６０　

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月3日(2016.3.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子式物品監視（ＥＡＳ）システムのセキュリティ・タグを操作する方法であって、
モバイル販売時点情報管理（ＰＯＳ）デバイス上で、ＰＯＳ購買決済の実行を容易にする
ために前記モバイルＰＯＳデバイスに取り付けられた周辺デバイスの操作を制御するよう
に操作可能なアプリケーションを実行し、
　モバイルＰＯＳデバイスにより、物品からセキュリティ・タグを取り外すための要請を
受信し、
　この要請に応じて、第１の短距離通信を介して前記モバイルＰＯＳデバイスから前記周
辺デバイスへメッセージを通信し、このメッセージは、前記周辺デバイスに前記物品から
前記セキュリティ・タグを取り外すのを容易にさせるための操作を実行するように構成さ
れており、及び、
　前記周辺デバイスによる操作を実行することにより、前記セキュリティ・タグの取り外
し機構の起動又は前記セキュリティ・タグに配置された接着剤の加熱を引き起こすことを
含む方法。　　　　
【請求項２】
　請求項１の方法において、第１の短距離通信はブルートゥース通信である方法。
【請求項３】
　請求項１の方法において、前記周辺デバイスは前記モバイルＰＯＳデバイスの少なくと
も一部の周りを包む方法。
【請求項４】
　請求項１の方法において、前記周辺デバイスからの第２の短距離通信を通信することに
よって小売店舗の安全な区域へのアクセスを獲得することを更に含む方法。
【請求項５】
　　請求項１の方法において、前記周辺デバイスからの第２の短距離通信を通信すること
によって大型装備へのアクセスを獲得することを更に含む方法。
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【請求項６】
　請求項１の方法において、
　前記周辺デバイスにより、第２の短距離通信を介して前記物品についての物品情報を獲
得し、及び、
　第３の短距離通信を介して前記物品情報を前記周辺デバイスから前記モバイルＰＯＳデ
バイスへ転送することを更に含む方法。
【請求項７】
　請求項１の方法において、
　電子カード・リーダー又は前記周辺デバイスの短距離通信ユニットを用いて前記物品に
ついての支払い情報を獲得し、及び、
　この支払い情報を第２の短距離通信を介して前記周辺デバイスから前記モバイルＰＯＳ
デバイスへ転送することを更に含む方法。
【請求項８】
　請求項１の方法において、小売りアイテム情報又は受領情報を第２の短距離通信を介し
て前記周辺デバイスからモバイル通信デバイスへ通信することを更に含む方法。
【請求項９】
　請求項１の方法において、
　前記周辺デバイスにより、第２の短距離通信を介して前記セキュリティ・タグについて
の固有識別子を獲得し、及び、
　その固有識別子を第３の短距離通信を介して前記周辺デバイスから前記モバイルＰＯＳ
デバイスに転送することを更に含む方法。
【請求項１０】
　請求項９の方法において、第２の短距離通信はバーコード通信又は近距離無線通信であ
る方法。
【請求項１１】
　電子式物品監視（ＥＡＳ）システムであって、
　物品に取り付けられたセキュリティ・タグと、
　モバイル販売時点情報管理（ＰＯＳ）デバイスであり、ＰＯＳ購買決済の実行を容易に
するために周辺デバイスの操作を制御し、及び、前記物品から前記セキュリティ・タグを
取り外すための要請を受信するように構成されたモバイルＰＯＳデバイスとを備え、
　前記周辺デバイスは、前記モバイルＰＯＳデバイスへ結合されて、かつ、第１の短距離
通信を介して前記モバイルＰＯＳデバイスからメッセージを受信し、このメッセージは、
前記周辺デバイスに前記物品から前記セキュリティ・タグを取り外すのを容易にさせるた
めの操作を実行し、及び、
　前記セキュリティ・タグの取り外し機構の起動又は前記セキュリティ・タグに配置され
た接着剤の加熱を引き起こす操作を実行するように構成されているシステム。　　　　　
　　
【請求項１２】
　請求項１１のシステムにおいて、第１の短距離通信はブルートゥース通信であるシステ
ム。
【請求項１３】
　請求項１１のシステムにおいて、前記周辺デバイスは前記モバイルＰＯＳデバイスの少
なくとも一部の周りを包むシステム。
【請求項１４】
　請求項１１のシステムにおいて、前記周辺デバイスは更に、そこから第２の短距離通信
を通信して、店舗従業員にアクセス可能な小売店舗の安全な区域を形成するように構成さ
れているシステム。
【請求項１５】
　　請求項１１のシステムにおいて、前記周辺デバイスは更に、そこから第２の短距離通
信を通信して、店舗従業員にアクセス可能な大型装備を形成するように構成されているシ
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ステム。
【請求項１６】
　請求項１１のシステムにおいて、前記周辺デバイスは更に、
　第２の短距離通信を介して前記物品についての物品情報を獲得し、及び、
　第３の短距離通信を介して前記物品情報を前記モバイルＰＯＳデバイスへ転送するよう
に構成されているシステム。
【請求項１７】
　請求項１１のシステムにおいて、前記周辺デバイスは更に、
　電子カード・リーダー又は前記周辺デバイスの短距離通信ユニットを用いて前記物品に
ついての支払い情報を獲得し、及び、
　この支払い情報を第２の短距離通信を介して前記モバイルＰＯＳデバイスへ転送するよ
うに構成されているシステム。
【請求項１８】
　請求項１１のシステムにおいて、前記周辺デバイスは更に、小売りアイテム情報又は受
領情報を第２の短距離通信を介してモバイル通信デバイスへ通信するように構成されてい
るシステム。
【請求項１９】
　請求項１１のシステムにおいて、前記周辺デバイスは更に、
　第２の短距離通信を介して前記セキュリティ・タグについての固有識別子を獲得し、及
び、
　その固有識別子を第３の短距離通信を介して前記モバイルＰＯＳデバイスに転送するよ
うに構成されているシステム。
【請求項２０】
　請求項１９のシステムにおいて、第２の短距離通信はバーコード通信又は近距離無線通
信であるシステム。


	header
	written-amendment

